
例1.　法定通り有給休暇を与えている場合

例2-1.　1年目と2年目で有給休暇付与日が異なる場合

参考.　比例按分の仕方

　月数÷12×5

　※　上記例の場合

　　18÷12×5＝7.5日

この間に比例按分した日数を付与

2020/4/1

有給休暇付与日

2021/3/31

この間に5日付与

2019/10/1

有給休暇付与日

1年目

2020/4/1

有給休暇付与日

2年目

2021/3/31



例2-2.　1年目と2年目で有給休暇付与日が異なる場合

①

②

※　①、②両方とも満たさなければなりません。

※　1年目と2年目で有給休暇の付与日が異なる場合は、例2-1又は例2-2どちらかで有給休暇を取得させなければなりません。

例3.　入社日に一部付与し、残りを法定付与日に付与する場合

この間に5日間付与

2020/4/1

2019/10/1

有給休暇付与日

1年目

2020/9/30

この間に5日間付与

2021/9/30

2020/4/1

有給休暇付与日

2年目

2021/3/31

この間に5日間付与

入社日

5日付与

2020/10/1

法定付与日

5日付与


